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食品中の放射性物質に関する新たな基準値の適用に当たっての牛の飼養管理に 

関する注意喚起について 

 

このことについて、平成 24年 9月 14日付け 24生畜第 1154号をもって、農林水産省生

産局畜産部畜産振興課長及び食肉鶏卵課長から別添写しのとおり通知がありました。貴会

関係者に周知方よろしくお願いします。 

このたびの通知は、平成 24年 10月 1日以降食品の基準値（100Bq／kg）が牛肉にも適用

されることから、万一にも食品の基準値を超過することのないよう、安全な飼料の給与、

適切な飼養管理の指導及び出荷時における出荷前の飼養管理状況の確認を再度徹底するた

め、別添のとおり、牛の出荷等に向けた飼養管理上の留意点を整理したので、本会関係者

に対し周知の徹底を依頼されたものです 

本件内容の問合せ先 

公益社団法人 

日本獣医師会：事業担当 笹川 

TEL  03－3475－1601 
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